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VI. 実証試験結果報告書の作成 

 
実証試験の結果は、実証試験結果報告書として報告されなければならない。実証試験

結果報告書には、実証試験の結果、実証試験期間中に生じた実証項目別の問題点も含め

て、全てが報告されなければならない。 

実証試験結果報告書には以下の内容が含まれなければならない。 

 全体概要 

 基本原理 

 実証対象技術及び実証対象製品の特性と説明（性能含む） 

 製品製造者（名前、所在、電話番号）と製品型番 

 実証試験実施体制（実証機関と実証試験実施場所） 

 実証項目別の試験方法 

 実証項目別の試験結果（データはグラフ・表に整理） 

 実証試験結果の検討と考察 

 その他参考資料（実証試験計画） 

 

実証機関が実証試験結果報告書の原案を策定し、記載ミス等について、環境技術開発

者の確認を経た後、技術実証委員会での検討を経た上で、実証試験結果報告書を取りま

とめる。 

環境省に提出された実証試験結果報告書は、ワーキンググループにおいて検討され、

環境省の承認を得ることとする。また、実証機関は、付録３を参考に、実証試験結果の

要約を作成しなければならない。 
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VII. 実証試験実施上の留意点 

 
実証試験の実施にあたっては、以下の事項に留意しなければならない。 

 実証試験で使用する関連機器は、定期的な校正等を行って適正な測定精度が

担保されたものを使用する。 

 実証機関は、実証試験項目について、最新情報を勘案しながら実証試験計画

を立案する。 

 実証機関は、実証項目に関するデータは正確で信頼性の高いことが絶対条件

であることを念頭に置き、実証項目に関するデータについて、測定者、試料

の保存状態、試薬、分析環境等の様々な要因によって誤差やバラツキを生じ

ることのないように、試料採取から分析操作、結果の集計に至るまでの精度

管理に充分留意する。 

 

 




